
令和 3 年度 働き方改革促進ビジネス開発委託事業 応募要領 

 
1. 事業の目的 
 公益財団法人仙台市産業振興事業団（以下、「当事業団」）では、働き方改革をテーマにし
た新規ビジネスを公募・委託いたします。多様な人材の活躍を促進するビジネスはもちろん、
ウィズコロナ、アフターコロナの働き方をより良くするアイデアも対象です。企業の採用・
定着や個人の就労をより良いものにするビジネスアイデアをぜひご提案ください。 
 
2. 対象事業 
 下記対象テーマに沿った新規ソリューションビジネス 

(1)  同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善  
(2)  賃金引き上げと労働生産性の向上 
(3)  長時間労働の是正  
(4)  労働移動・人材育成・教育 
(5)  テレワーク・副業・兼業などの多様な働き方 
(6)  中立的な社会保障制度 
(7)  女性・障碍者・シニアの就業促進 
(8)  病気・育児・介護と仕事の両立  
(9)  外国人材の受入れ 
(10)  企業の採用難や人材不足の解消 
※本事業は、地域社会における働き方改革の取り組みを促進するビジネスを公募するも
のです。自社内における働き方改革に取り組む企業向けの助成事業ではございません。 

※概ね 2021年度末から 2022 年度中頃までに市場化を目指すものを対象とします。 
※既に市場化されているサービス・製品に新たな価値を付加するための開発でも構いま
せん。 

 
3. 応募資格 
企業等の法人及び個人のうち、以下の要件を全て満たす事業者 
(1) 宮城県に所在すること 
(2) 市税等、税の滞納が無いこと 
(3) 本事業の進捗確認等に協力できること 
(4) 他の行政機関等（国、県、市町村、公益法人）から同一経費について補助金等の交付

を当該年度に受けていないこと 
(5) 下記の要件に合致しないこと 

・労働基準法などの労働関係法令の規定に違反し、是正勧告を受けたり、公表された



りした事業者 
・風俗営業またはその類似の業種、消費者金融、ギャンブルにかかるもの、社会問題
を起こしている業種や事業者 
・法律の定めのない医療類似行為を行う施設、民事再生及び会社更生法による再生・
更生手続き中の事業者 
・各種法令に違反している事業所や行政機関から行政指導を受け改善がなされていな
い事業者 
・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）
第２条第１項第２号の規定されるもの）又は暴力団の構成員、暴力団の構成員でな
くなった日から５年を経過しない者が経営、運営に関係していないこと 

  
4. 委託契約限度額 
最大 1,300 千円／件（金額は税込み） 

 
5. 委託先の選考 

(1) 委託件数 3件 
(2) 選考方法 

専門家で構成する選考委員会が書類審査・面接審査を行い、委託先候補を決定します。
なお、面接審査には原則として代表者又は開発責任者の方に出席して頂きます。 

(3) 手続きの流れ 
2021年 

4 月 1日（木）      募集開始 
5 月 7日（金）     募集締切（必着） 
5 月 13 日（木）まで 書類審査の実施 
5 月 14 日（金）  書類審査結果通知 
5 月中旬～下旬  面接審査の実施（書類審査通過者のみ） 
5 月下旬   委託先決定の通知 
6 月上旬   当事業団と委託先との委託契約締結 

2022年 
3 月 14 日（月）   委託期間終了 
3 月下旬   委託料支払 ※ 

※ 希望者には委託料の一部を前払いいたします（条件あり） 
(4) 審査事項 

① 応募資格 
② 経営（基本）方針（経営者の経営理念、長期ビジョン、自立性） 
③ 事業の遂行能力 



④ 申請内容の新規性、独自性、市場性、成長性、実現性 
⑤ 仙台地域産業・社会への貢献度 
⑥ 仙台地域内での受託事業の継続可能性 
⑦ 支援の必要性 
⑧ 申請金額の妥当性 
 

6. 申込手続き等の概要 
(1) 申請受付先および問い合わせ先 

申請前に必ず下記までご相談ください。 
 
 
 
 
 
 

(2) 受付期間 
2021年 4 月 1日（木） ～ 2021年 5月 7 日（金）必着 

(3) 提出書類 
・申請書 
・以下の添付書類 
① 法人登記簿謄本（個人は不要） 
② 印鑑証明書 
③ 納税証明書 
④ 過去 3 年間の決算書（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別

注記表の他、販管費内訳含む）及び事業報告（様式問わず） 
※ 提出書類は原本 1部、コピー1 部（計 2 部）をご用意ください。 
※ 納税証明書は直近 1 年間の法人市民税（申請者が個人の場合は個人の市民税）の
納税証明書をご用意ください。 

※ 申請いただいた書類等は返却いたしませんので、予めご了承ください。 
 
7. 委託契約について 

(1) 契約締結 
実際の契約金額は必ずしも提案金額とは一致するものではありません。申請内容を審
査委員会において精査した上で減額する場合があります。また、契約条件が合致しな
い場合には、委託契約の締結ができない場合もありますので、あらかじめご了承くだ
さい。 

公益財団法人仙台市産業振興事業団 人材確保支援課  
住所：980-6107 仙台市青葉区中央 1-3-1 AER7 階 
TEL：022-724-1116 FAX：022-715-8205 
MAIL：koyoushien@siip.city.sendai.jpj 

mailto:koyoushien@siip.city.sendai.jp


(2) 委託期間 
本事業に係る契約期間は、委託締結日から当該年度の 3 月 14 日（金）です。ただし、
提案内容によっては終期を早めることができます。 

(3) 対象経費 
対象とする経費は、同委託事業を遂行するための経費（消費税を含む額）とします。 
詳細は別紙をご参照ください。 

(4) 進捗確認 
契約後、進捗確認のため、月 1 回程度の打ち合わせを行います。 

(5) 納品物 
   契約期間終了までに、事業開発に関する完了報告書、事業の成果品を納品していただ

きます。必要に応じて、申請経費に計上してください。 
(6) 委託費の支払い 

完了報告書ならびに成果物が仕様を満たしていることを確認した後、当事業団の会計
手続に従い、受託者の指定口座に委託費を振り込みます。 
なお、契約締結後に契約金額の 25％を前払金としてお支払いすることが可能です。ま
た、契約締結から 150 日経過後、申請書に記載の開発要件およびスケジュールに大き
な乖離が無いことが確認できた場合に限り、契約金額の 25％を別途お支払いすること
が可能です。 

 
8. 知的所有権の帰属等 
本事業を実施した事により特許権等の知的所有権が発生した場合は、それらの権利は当
事業団が指定した場合又は特定の定めがある場合を除き、原則として受託者に帰属する
ものとします。 
 

9. その他の留意事項 
(1) 委託費は経理上、支払いを受けた事業年度における収益として計上するものであり、

法人税等の課税対象となります。 
(2) 申請書の記載事実に虚偽・重大な事実の隠匿があった場合は、採択を取り消すととも

に、当事業団に生じた損害を賠償頂きます。 
  



対象経費一覧 
 

項目 詳細 
諸謝金 業務を遂行するために必要な専門家等を活用した場合に支払う謝

金 
直接人件費 業務にかかる直接人件費 
旅費 業務を遂行するために必要な専門家等を活用した場合及び職員が

出張した場合の旅費 
会議費 会議・勉強会等にかかる会場使用料及び茶菓子代等（食事代は不可） 
資料購入費 業務を遂行するために必要な資料等購入経費 
借損料 機械・装置等の借用に要する経費 
試作・設計費 試作・設計及び実験に要する経費 
市場調査費 市場調査に要する経費 
製造・改良・加工料 完成したサービス・製品の製造・改良・加工等に要する経費 
雑役務費 委託業務に直接従事したアルバイト・パート等の賃金・交通費 
通信運搬費 業務を遂行するために必要な通信費・資料送付等に伴う運搬費 
消耗品費 業務を遂行するために使用する事務用品等消耗品等の購入に要す

る経費 
特許、実用新案、意
匠登録等の取得費 

特許、実用新案、意匠登録等を取得するために要する費用 

通訳・翻訳費 業務を遂行するために必要となる通訳・翻訳に係る経費 
一般管理費 本事業の一般管理費 
その他 以上の経費のほか、特に必要と認められる経費 
※経費において、明確に区分することが困難なものについては、一般管理費で対応するも
のとします。 

  



働き方改革促進ビジネス開発委託事業 よくあるご質問 

 

【応募要件について】 

Q. 自社内におけるテレワーク等の働き方改革を進めたいのですが、対象になりますか。 

A. いいえ、対象になりません。本事業は、地域社会における働き方改革の取り組みを促進

するビジネスを公募するものです。自社内における働き方改革に取り組む企業向けの助成

事業ではございません。 

 

Q. 別の補助事業にも申請をする予定ですが、本事業への申請は可能でしょうか。 

A. 併願は可能ですが、下記に該当する場合は申請できません。 

・過去に同一の内容にて補助金等の交付を受けたことがある 

・現在、同一の内容にて補助金等の交付を受けている 

また、併願の結果、双方が採択された場合は、受託についてどちらか一方をお選びいただ

きます。どちらも受託することはできません。 

 

【申請・審査について】 

Q. 他社との共同申請は可能ですか。 

A. 可能です。ただし、申請書に明記する代表会社を決めていただきます。 

 

Q. 複数のビジネスアイデアがある場合、2件以上の申請は可能ですか。 

A. 同一の事業者は 1 件の申請しか認められません。 

 

Q. 申請前の相談は必須ですか。 

A. 原則、申請前にご相談ください。申請書記入に関するアドバイスや不備の確認をさせて

いただきます。募集受付終了の時点で書類に不備がある場合、申請を受け付けることができ

ない可能性がございます。 

 

Q. 契約期間前の経費を計上することは可能ですか。 

A．ビジネス開発に必要な経費は計上していただいて構いません。ただし、事業実施との関

連性や金額の妥当性も審査の対象になりますのでご留意ください。 

 



Q. 審査にあたり、どのような点が評価されるのでしょうか 

A. 以下の項目について、審査いたします。 
(1)  応募資格 
(2)  経営（基本）方針（経営者の経営理念、長期ビジョン、自立性） 
(3)  事業の遂行能力 
(4)  申請内容の新規性、独自性、市場性、成長性、実現性 
(5)  仙台地域産業・社会への貢献度 
(6)  仙台地域内での受託事業の継続可能性 
(7)  支援の必要性 
(8)  申請金額の妥当性 

 

【委託契約・支払いについて】 

Q. 委託金額はいつ支払われますか。 

A. 原則、委託期間終了後、事業者からの請求に基づき、一括払いとなります。ただし、事

業遂行のため必要と認められる場合は、前払いが可能です。 

 

Q. 委託期間終了時点で仕様を満たしていない場合、どうなりますか。 

A. 本事業は補助事業ではなく委託事業です。委託期限までに仕様に定められた納品がない

場合、委託料をお支払いできかねますのでご了承ください。なお、委託料の前払いをご利用

された場合は、当該金額をご返金いただきます。 

 

Q. 領収証の写しは必要ですか。 

A. いいえ、必要ありません。前述の通り、本事業は委託事業になりますので、支払いに関

する資料や領収証の提出を求めることはございません。 

 

その他、ご不明な点がございましたら、下記までお気軽にご連絡ください。 
 公益財団法人仙台市産業振興事業団 人材確保支援課 

〒980-6107 仙台市青葉区中央 1-3-1 AER7 階 

TEL: 022-724-1116  E-mail: koyoushien@siip.city.sendai.jp 


